
　
本
案
は
、「
下
関
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
推
進
委
員
会
」と「
下
関
市
い
じ

め
重
大
事
態
調
査
委
員
会
」の
２
つ
の
附

属
機
関
を
設
置
す
る
た
め
、
必
要
な
条

文
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

【
執
行
部
の
説
明
】

◎
下
関
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進

委
員
会

　

平
成
27
年
度
に
着
手
予
定
の「
公
共

施
設
等
総
合
管
理
計
画
」の
策
定
過
程

に
お
い
て
、
当
該
委
員
会
が
調
査
・
審

議
な
ど
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

委
員
定
数
は
５
人
以
内
、
委
員
候
補
者

は
大
学
教
授
や
税
理
士
な
ど
の
学
識
経

験
者
や
、
市
民
代
表
と
し
て
自
治
会
関

係
者
な
ど
を
考
え
て
い
る
。

問　
委
員
候
補
者
の
中
に
、
公
共
施
設

の
利
用
者
や
関
係
者
は
含
ま
れ
て
い
る

の
か
。

答　
現
在
考
え
て
い
る
５
人
の
委
員
の

中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

問　
施
設
の
利
用
者
や
関
係
団
体
の
意

見
は
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
て
い
く
の
か
。

答　
市
民
な
ど
の
意
見
に
つ
い
て
は
ア

ン
ケ
ー
ト
な
ど
の
手
法
を
検
討
し
て
い
る
。

【
執
行
部
の
説
明
】

◎
下
関
市
い
じ
め
重
大
事
態
調
査
委
員
会

　
教
育
委
員
会
の
要
綱
で
設
置
し
て
い

る「
い
じ
め
問
題
対
策
推
進
協
議
会
」で

は
、「
い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
」と「
重

大
事
態
調
査
委
員
会
」の
２
部
構
成
と
し

て
い
た
が
、
国
の
補
助
金
対
象
と
の
兼

ね
合
い
や
他
の
中
核
市
の
状
況
を
踏
ま

え
、「
い
じ
め
問
題
対
策
推
進
協
議
会
」

か
ら「
重
大
事
態
調
査
委
員
会
」を
切
り

離
し
、
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
と
し

て
、
新
た
に「
下
関
市
い
じ
め
重
大
事
態

調
査
委
員
会
」を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

問　
こ
の
委
員
会
に
教
育
委
員
は
入
っ

て
い
な
い
が
、
調
査
の
結
果
な
ど
は
教

育
委
員
会
に
も
報
告
さ
れ
る
の
か
。

答　
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　
本
案
は
、
現
在
建
設
中
の
本
庁
舎
立

体
駐
車
場
を
有
料
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、

使
用
料
の
額
と
納
付
方
法
を
定
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

【
執
行
部
の
説
明
】

　
市
役
所
に
用
務
が
あ
る
場
合
は
無
料

と
し
、そ
れ
以
外
で
使
用
す
る
場
合
は
、

入
庫
か
ら
１
時
間
以
内
の
出
庫
は
無
料

と
す
る
。１
時
間
を
超
え
て
の
出
庫
は
、

入
庫
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
使
用
料
を
算

定
す
る
他
、
12
時
間
以
内
の
最
大
料
金

を
800
円
と
す
る
。

問　
市
役
所
に
用
務
が
あ
る
場
合
で
も
、

１
時
間
を
超
え
る
場
合
は
有
料
に
な
る

の
か
。

答　
市
役
所
に
用
務
が
あ
る
場
合
は
、

１
時
間
を
超
え
て
も
無
料
で
あ
る
。

問　
周
辺
に
は
上
限
600
円
の
駐
車
場
が

あ
る
が
、上
限
を
800
円
と
し
た
理
由
は
。

答　
低
い
水
準
で
使
用
料
を
定
め
る
と
、

市
役
所
に
用
務
の
な
い
方
ま
で
が
使
用

し
、
市
役
所
に
用
務
が
あ
る
方
が
使
用

で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

あ
え
て
割
高
感
を
出
し
て
い
る
。

問　
土
曜
日
や
日
曜
日
に
無
料
開
放
す

る
考
え
は
な
い
の
か
。

答　
土
曜
日
や
日
曜
日
に
無
料
開
放
し

て
は
ど
う
か
と
の
意
見
も
あ
る
が
、
周

辺
の
民
間
駐
車
場
の
経
営
を
圧
迫
し
て

は
い
け
な
い
と
考
え
た
こ
と
か
ら
、
無

料
と
は
し
て
い
な
い
。

　
本
案
は
、
既
存
立
地
企
業
の
設
備
更

新
な
ど
に
係
る
投
資
の
促
進
を
目
的
と

し
て
、
企
業
立
地
の
奨
励
措
置
を
拡
充

す
る
た
め
、
必
要
な
条
文
整
備
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
す
。

議会だより

議会の情報は下関市の
　　ホームページから

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

第１回定例会

  

２
月
26
日
か
ら
３
月
27
日
を
会
期
と
し
て
第
１
回
下
関
市
議
会
定
例
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
提
案
さ
れ
た
一
般
議
案
に
つ
い
て
、

委
員
会
で
の
主
な
審
査
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

※「
議
会
だ
よ
り
」平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
代
表
質
問
特
集
を
、
16
㌻
～

17
㌻（
中
央
部
）に
差
し
込
む
形
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。
併
せ
て
ご
覧
く

だ
さ
い

問
：
委
員
（
議
員
）
か
ら
の
質
疑
な
ど

答
：
市
役
所
執
行
部
か
ら
の
答
弁
な
ど

議
案
第
34
号

「
下
関
市
附
属
機
関
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

議
案
第
40
号

「
下
関
市
行
政
財
産
使
用
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

議
案
第
41
号

「
下
関
市
企
業
立
地
促
進
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

市役所本庁舎立体駐車場

22平成27年６月号



【
執
行
部
の
説
明
】

　
本
市
に
立
地
す
る
工
場
な
ど
の
多
く

が
更
新
時
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
行
は
事
業
所
の
新
設
と
増
設
を

対
象
と
し
て
い
る
企
業
立
地
に
係
る
奨

励
措
置
に
、
生
産
の
増
強
な
ど
に
直
接

関
係
す
る
こ
と
な
ど
を
条
件
に
更
新
を

追
加
す
る
他
、
移
転
に
つ
い
て
も
奨
励

措
置
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
投
資
の

促
進
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

問　
企
業
誘
致
の
必
要
性
は
認
め
る

が
、
こ
の
よ
う
な
奨
励
措
置
の
拡
充
は

行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
。

答　
企
業
の
国
内
外
で
の
集
約
化
な
ど

が
進
む
中
で
、
企
業
誘
致
に
関
す
る
都

市
間
競
争
が
激
化
し
て
い
る
。万
が
一
、

既
存
の
立
地
企
業
が
撤
退
す
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
地
元
経
済
に
与
え
る
影
響
は

大
き
な
も
の
が
あ
る
。
既
存
の
立
地
企

業
が
設
備
更
新
な
ど
へ
の
投
資
に
踏
み

切
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
雇
用

の
確
保
や
地
元
経
済
の
活
性
化
を
図
る

上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
本
案
は
、
老
朽
化
し
た
王
喜
宇
津
井

住
宅
と
豊
北
町
に
あ
る
大
庭
住
宅
の
解

体
撤
去
に
伴
い
、
団
地
の
名
称
を
条
例

か
ら
削
除
す
る
た
め
、
必
要
な
条
文
整

備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問　
こ
の
他
に
も
、
解
体
が
必
要
な
市

営
住
宅
は
あ
る
の
か
。

答　
昭
和
20
年
代
・
30
年
代
に
建
て
ら

れ
た
建
物
で
、
今
後
取
り
壊
し
を
予
定

し
て
い
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
要
望
に

よ
り
別
の
団
地
に
移
転
を
し
て
い
た
だ

く
と
い
う
形
で
動
い
て
い
る
。

問　
今
回
の
王
喜
宇
津
井
住
宅
と
大
庭

住
宅
を
解
体
撤
去
し
た
後
の
敷
地
は
、

ど
う
す
る
の
か
。

答　
こ
れ
ら
の
市
営
住
宅
の
敷
地
は
、

新
た
に
集
合
住
宅
を
建
て
る
に
は
条
件

が
悪
い
た
め
、
市
営
住
宅
と
し
て
の
用

途
は
考
え
て
い
な
い
。
今
後
は
、
民
間

へ
の
売
却
も
視
野
に
入
れ
、
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
本
案
は
、
平
成
23
年
度
か
ら
平
成
32

年
度
ま
で
の
10
年
間
を
期
間
と
し
て
策

定
さ
れ
て
い
る
臨
海
土
地
造
成
事
業
特

別
会
計
の
経
営
健
全
化
計
画
の
内
容
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。　　

【
執
行
部
の
説
明
】

　
平
成
24
年
度
以
降
、
あ
る
か
ぽ
ー
と

地
区
へ
の
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
や

飲
食
店
の
誘
致
な
ど
を
行
っ
た
結
果
、

資
金
不
足
比
率（
※
）が
当
初
の
計
画
以

上
に
着
実
に
改
善
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
た
び
の
変
更
は
、
計
画
期
間
を

平
成
30
年
度
ま
で
に
短
縮
す
る
と
と
も

に
、
長
州
出
島
で
浚し

ゅ
ん
せ
つ渫
土
砂
を
受
け
入

れ
、
そ
の
受
入
金
を
財
源
に
埋
立
造
成

中
の
産
業
振
興
用
地
に
つ
い
て
、今
後
、

30
億
円
か
け
て
地
盤
改
良
な
ど
の
整
備

を
行
い
、
当
該
産
業
振
興
用
地
の
早
期

売
却
・
貸
し
付
け
を
目
指
し
、
本
会
計

の
資
金
不
足
を
早
期
に
解
消
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

問　
整
備
予
定
の
産

業
振
興
用
地
は
臨
海

土
地
造
成
事
業
特
別

会
計
の
土
地
台
帳
に

載
る
と
思
う
が
、
こ

の
土
地
の
簿
価
が
30

億
円
で
登
載
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
か
。

答　
産
業
振
興
用
地

を
売
却
・
貸
し
付
け

す
る
た
め
の
整
備
に

30
億
円
が
必
要
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
整

備
後
に
土
地
を
評
価

し
て
売
却
す
る
が
、
評
価
見
込
み
額
は

42
億
円
で
あ
る
。

※
資
金
不
足
比
率
…
地
方
公
共
団
体
の

財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

い
て
算
出
す
る
比
率
で
、
資
金
の
不
足

額
が
事
業
の
規
模
に
対
し
て
ど
の
程
度

あ
る
か
を
示
す
も
の

議
案
第
63
号

「
下
関
市
営
住
宅
の
設
置
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」

議
案
第
73
号

「
臨
海
土
地
造
成
事
業
特
別
会
計

の
経
営
健
全
化
計
画
の
変
更
に

つ
い
て
」

▼
審
査
結
果
▲

　

第
１
回
定
例
会
で
は
、
こ
れ

ら
の
議
案
を
含
め
86
件
が
提
案
さ

れ
、
一
部
反
対
が
あ
っ
た
議
案
も

あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
原
案

の
通
り
可
決（
承
認
、
同
意
）さ
れ

ま
し
た
。

　
各
議
案
に
対
す
る
議
員
個
別
の

賛
否
の
結
果
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

あるかぽーと地区

23 平成27年６月号

今後の予定について今後の予定について
　６月定例会が予定されましたのでお
知らせします。
　この日程は予定であり、今後、変更
となることがあります。

第２回定例会（６月）

�議会事務局議事課
☎ 231-4121（直通）　� 234-5171
�g k g i j i k a @ c i t y . s h i m o n o s e k i .
yamaguchi.jp

日 曜日 会議など
５ 金 本会議（提案説明など）
6 土 休会
７ 日 休会
８ 月 常任委員会
９ 火 常任委員会
10 水 常任委員会
11 木 常任委員会
12 金 休会（整理日）
13 土 休会
14 日 休会
15 月 本会議（一般質問）
16 火 本会議（一般質問）
17 水 本会議（一般質問）
18 木 本会議（一般質問）
19 金 本会議（一般質問）
20 土 休会
21 日 休会
22 月 本会議（表決など）


